
令 和 ２ 年
10月９日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
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則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人

番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
学
事
文
書
課
）
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療
法
士
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業
療
法
士
、
視
能
訓
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士
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び
言
語
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修
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金
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則
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（
医
務
保
険
課
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規

則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
一
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個

人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
る
。

第
八
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
四
号
」
を
「
別
表
教
育
委
員
会
の
項

第
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
七
条
の
見
出
し
中
「
別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
三
号
」
を
「
別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
四
号
」
に

改
め
、
同
条
中
「
別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
三
号
」
を
「
別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
四
号
」
に
、
「
第

三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
）

第
八
条

条
例
別
表
教
育
委
員
会
の
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定

を
準
用
す
る
。

第
六
条
を
第
七
条
と
し
、
第
五
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
知
事
の
項
第
三
号
」
を
「
別
表
知
事
の
項
第
四
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
別
表
知
事
の
項
第
二
号
」
を
「
別
表
知
事
の
項
第
三
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
別
表
知
事
の
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
）

第
三
条

条
例
別
表
知
事
の
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
受
給
資
格
の
認
定
の
申
請
に
係
る

事
実
及
び
当
該
認
定
を
受
け
た
者
の
保
護
者
等
の
収
入
の
状
況
の
届
出
に
係
る
事
実
に
つ
い
て
の
審

査
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
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護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
二
号

山
口
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
五
年
山
口
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
該
当
す
る
訪
問
介
護
」
の
下
に
「
、
訪
問
看
護
」
を
加
え
、
「
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介

護
」
を
「
介
護
予
防
訪
問
看
護
又
は
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
三
十
九
条
第
一
号
」
を
「
第
四
十
条
第
二
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
及
び
言
語
聴
覚
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
四
十
三
号

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
及
び
言
語
聴
覚
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
及
び
言
語
聴
覚
士
修
学
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
六
十
年

山
口
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
各
号
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
を
「
知
事
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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